
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿哲商工会報 
第７２号 

  

阿哲商工会は、新見市の旧阿哲郡（大佐、神郷、哲多、哲西）を

エリアとし、事業者や地域の持続的発展をサポートします。 

～商工会は 行きます 聞きます 提案します～ 

 

阿哲商工会 
新見市神郷下神代4898-9 

TEL：（0867）92-6103 

FAX：（0867）92-6105 

E-mail：atetsu@okasci.or.jp 

  阿哲商工会    検索  

編集・発行 

当会報は、年４回(１月・４月・７月・１０月)発行しています。 

令和6年１０月１日発行 

青年部 「“絆”感謝運動」を実施 

阿哲商工会青年部では、「きらめき広場哲西」周辺において、全国

統一事業「“絆”感謝運動」事業の一環として、清掃活動を実施しまし

た。 

本事業は、東日本大震災をはじめ

各地で発生する災害時の復興支援

活動等でも改めて確認された青年

部及び地域における「絆」について

再認識・感謝するとともに、今後も

さらにその結びつきを地域単位で

強化していくこと等を目的として、

全国で実施されています。 
 

今年度は、令和６年６月２３

日（日）に青年部員が哲西地域の

中核的施設である「きらめき広

場哲西」に集まり、施設周辺の草

取りを行うなど清掃活動を実施

しました。 

青年部では、地域貢献活動を

通じて、まちの活性化を図って

いきたいと考えています。 

女性部 小学校卒業生への花贈呈事業を実施 

阿哲商工会女性部では、地域振興事業の一環として、毎年３月に阿

哲商工会管内にある小学校（刑部、神郷北、神代、本郷、新砥、矢神、

野馳）の卒業生に、お祝いの花束を贈呈しています。 

令和６年３月中旬、女性部

員が商工会に集合し、皆で協

力して贈呈する花束に添える

手書きのメッセージカードを

作成しました。その後、女性部

員が手分けして管内７小学校

に向かい、お祝いの言葉とと

もに一つ一つメッセージカー

ドを添えた花束を６７名の卒

業生へ贈りました。 

卒業生や先生方からは「お祝いの気持ちがこもった素敵な花束を

ありがとうございます。中学校でも頑張りたいです。」や「児童や保

護者の方からも毎年喜ばれています。来年もお願いしたいです。」と

いった感謝や喜びの言葉を多くいただいており、女性部活動のさら

なる励みになっています。 
 

※阿哲商工会女性部では新入部員を募集しています！地域の祭りや

セミナー等での交流など、一緒に地域貢献活動を行いませんか？ 

詳細は阿哲商工会まで。 

 

令和６年１０月地区相談窓口開設日程 

相 談 日 大佐地区 哲多地区 哲西地区 

10

月 

２日 水   きらめき広場哲西 

３日 木  哲多総合センター  

４日 金 おおさ総合センター   

21 日 月 おおさ総合センター   

23 日 水  哲多総合センター  

25 日 金   きらめき広場哲西 

28 日 月 おおさ総合センター   

 

フリーランスの取引に関する法律が１１月から始まります！ 

２０２４年１１月１日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。 

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」を対象として、書面による取引条件の明示など、

発注事業者に守らなければならない義務が課せられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本法律におけるフリーランスとは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を雇用しないもの」のこと。また、発注業者とは「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」のこと。 

組織に属さず個人で

働くフリーランスの

労働環境を保護する

ための法律です。 

詳細はこちらから 

岡山県最低賃金 

のお知らせ 

 令和６年１０月２日から 時間額 
 

 

 

 

 

５0 円の大幅な引き上げです。 
商工会では、社会保険労務士と連携し、労務相談に

応じています。就業規則や各種支援策等の労務に関

するご相談は商工会まで。 

９８２円 

発注事業者 

■フリーランスに業務委託をする事業者 

■従業員を使用していない 

■フリーランスに業務委託をする事業者 

■従業員を使用している 

■フリーランスに業務委託をする事業者 

■従業員を使用している 

■一定の期間以上行う業務委託である 

フリーランス 

■業務委託の相手方である事業者 

■従業員を使用していない 

①、②、③、
④、⑤、⑥、⑦ 

①、②、④、⑥ 

①  義務項目 

① 書面等による取引条件の明示 

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払 

③ 禁止行為 

④ 募集情報の的確表示 

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮 

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備 

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示 

 

義務項目 

花束とメッセージカードの贈呈 

施設周辺の清掃活動をする青年部員 

清掃活動を終え写真撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新見市の補助金情報 

 

店舗を改装したい！        店舗等改装事業  

経営の改善に資する店舗の改装を支

援します。（市内工事業者による改装

で、100万円以上の事業に限る） 

 

補助率・・・１／２ 

限度額・・・１００万円 

 

多言語化に対応したい！       多言語化対応事業  

外国語で表記したＨＰ、パンフレッ

ト、メニューなどの作成費用を支援し

ます。 

補助率・・・１／２ 

限度額・・・２０万円 

 

展示会に出展したい！      展示会等出展事業  

自社の商品や製品の販路開拓や、販

路拡大のための展示会出展や商談会へ

の参加を支援します。 

補助率・・・１０／１０ 

限度額・・・３０万円 

 

新たな取組にチャレンジしたい！  
経営革新支援事業補助金  

岡山県から「経営革新計画」の承認

を受けた事業者が取り組む経営革新に

係る事業の経費の一部を支援します。 

補助率・・・１／２ 

限度額・・・２００万円 

 

創業したい！  事業承継したい！  
創業・事業承継支援事業補助金  

市内で新たに開始する事業や、異な

る業種への業態展開、新事業・新分野

に進出する事業、事業の承継を支援し

ます。 

補助率・・・1/2～2/3 

限度額・・・１００万円 

詳細は、商工会に

お問合せ下さい！ 

※１事業者１回限り 

※１事業者１回限り 

※１事業者１年度あたり３回まで 

※９月２０日現在の情報です。 

デジタル化相談受付中！ 

 

☑給与計算に電卓はかかせない 
☑請求書はエクセルで作っている 

☑手書きの方が早いから・・・ 

一つでも当てはまれば 
デジタル化 
のチャンス！ 

 

人手不足を解消するための業務

効率化や事業の生産性向上、インボ

イス制度、電子帳簿保存法への対応

など、デジタル化の相談も商工会ま

でご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山の「ええもん」「うまいもん」が 

オンライン上に大集結！ 

WEB会場          公式 Instagram 

公式サイトはこちら         公式 Instagramはこちら 


